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柏崎刈羽原発６号機７号機        

運転差止裁判控訴審の報告    記:藤原節男 
冒頭、裁判⾧は、控訴人側、被控訴人側の提出資料の確認をした。

裁判⾧は、被控訴人側反論がないことを確認した後、「判決日は 3 月
某日(本日の控訴側からの追加申し出は、慎重に検討するが、追加 の
証人申請は、認めない。本日を持って結審)」として、審議を打ち切って
しまった。…（中略）今後の裁判では、「(東電虚偽申請を受理・認可
した)原子力規制委員会を被告とする新たな裁判」を模索中。みなさま
のご協力をお願いします。 

控訴理由書 
第１ はじめに 

原判決はいかに重大な事実誤認をしているのかを明らかにする。 
その内容としては、大きく分けて、第一に被控訴人が主張して原判決が全面

的に容認した耐震基準の問題がまちがっていること、第二に福島第一原発３号
機の爆発は水素爆発ではなく核爆発であり、柏崎刈羽原発６号機７号機も
福島第一原発３号機と同じ構造であるため、いつ核爆発をおこしてもおかしくな
いことの２点である。 
第２ 原判決が認定した耐震基準の誤り 
１ 原判決の認定 

⑴   総論的部分 
原判決は、「原子力規制委員会は、本件各原子力炉施設につき、被告が

策定した本件基準地震動及び本件基準津波が設置許可基準規則に適合し、
その他安全性に関しても原子炉等規制法４３条の３の６第１項各号に規定
すると判断して、設置変更許可をしているのであるから、被告において、本件原
子炉施設が原子力規制委員会の制定した安全性の基準に適合することにつき、
一応の主張立証が尽くされたということができる。」（25～６頁）と判示した。 

⑵ 各論的部分 …（略） 
２ 原判決に対する根本的な疑問 

国の原子力規制機関が制定した安全性の基準に適合していても事故は起
きたのであり、原子力規制委員会の制定した安全性の基準は事故を防ぐ基準
ではなかったことが明らかとなった。…（中略） 

従って、安全基準でもなんでもない、原子力規制委員会の制定した安全性
の規制基準(技術基準)に適合していたとしても、単に事故が起こる可能性が低
くなったというに過ぎず、事故は防げない。…（中略） 

地震と津波に関してはデータがあるのは、たかだかか 1000 年強に過ぎず、そ
れ以前のことはデータがない以上、原子力規制委員会の制定した安全性の基
準も最大限に評価しても、せいぜい「直近 1000 年の地震、津波を（裏面へ）
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前提とする限りは安全」と言えるに過ぎない。さらに、実際、福島第一原発１号
機から３号機の３基、東日本大震災により、炉心溶融事故が発生している。 
従って、原判決の地震に対する安全性、津波に対する安全性に関する判旨は、
すべて取り消されなければならない。 
３ あるべき安全基準 

⑴ 耐震基準の現状と疑問 
「断層が動いて地震を引き起こす」のではなく、「別の原因で地震が生じ結果、
地震が原因で活断層が生じた」という可能性もあり、一概に断層が先である旨、
決めつけることはできない。…（中略） 

(2)  地震学への新たな試み 
…（前略）…大陸プレート内の地震も、活断層が動いて、地震を引き起こす
のではなく、地殻のひずみがたまっている地層境界面での水や温度、圧力が原
因で、マグマ層を成⾧させ、そのマグマが潤滑剤となり、ハイドロプレーン現象のよ
うに地層が滑る。マグマ層の成⾧が原因で地震が生じ、その結果、地震が原因
で、活断層が生じたということになる。 

(3)  「原子力村」の体質、   ⑷  ラスムッセン報告とその破綻 
-----以下（４）～（７）は省略 

(8) まとめ 
…（前略）…日本の従来型軽水炉(PWR、BWR)、耐震性に重大な問題が
あり、日本の耐震基準による炉心溶融事故発生確率は、高いままである。炉
心溶融事故発生確率は 10-3/炉・年より大きいと考えることができる。社会的
許容限度をはるかに上回っている。 
日本の従来型軽水炉(PWR、BWR)は、絶対に設置許可をしてはならない。 
第３ 控訴人の主張       福島３号核爆発に関する陳述は次号掲載予定 
 

以下の声明は、東京電力柏崎刈羽原発が再稼働し

た 19 日に「国際環境 NGO FoE Japan」、「原子力規制

を監視する市民の会」、「規制庁・規制委員会を監視す

る新潟の会」が発表したものであり、経産省前テントひ

ろばは本声明を支持する。 

福島第一原発事故は終わっていない 
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災とそれに続く東電福

島第一原発事故から、まもなく 15 年、…事故の責任を取らぬまま、ま
た事故の収束が見通しすらたたないまま、別の原発の再稼働を行うこと
は許されない。 

隠蔽や改ざん、相次ぐ不祥事 
東電は、2002 年、柏崎刈羽原発、福島第一・第二など計 13 基

の原発で、ひび割れや故障を⾧年にわたり意図的に隠ぺいし、記録を
改ざんしていたこと、福島第一原発事故では、早い段階で炉心溶融
（メルトダウン）を認識していながらそれを公表しなかったことなど、隠ぺ
いや不祥事が多く発生しており、その能力やガバナンス、情報公開姿勢、
安全文化の欠如を疑わせる結果となっている。柏崎刈羽原発において
も、運転員の ID カード不正使用など、核セキュリティ上の杜撰な管理
実態や不祥事が相次いで発覚するなど、一時は原子力規制委員会
が、事実上の運転禁止命令を出す事態となっていた。 

相次ぐ制御棒トラブル 
1 月 17 日、柏崎刈羽原発 6 号機において、…再稼働を急ぐ東電

の姿勢は、安全性を軽視するものだ。 
地震のリスク 

…2007 年の中越沖地震（M6.8）では、設計上の想定を超える揺
れにおそわれた。その後、東電は想定を見直したものの、50-60km に
及ぶ⾧大な海底活断層（佐渡海盆東縁断層）全体を評価したわけ
ではなく、十分なものとはいえない。 

事業者頼みの審査では安全は守れない 
…柏崎刈羽原発 6 号機の相次ぐ制御棒のトラブルについても、規制
委・規制庁は東電の発表を通じて状況を把握するのみであり、トラブル
の根本原因を追及する姿勢を見せていない。このような規制のあり方で
は、原発の安全は守れない。 

取り残される住民 
…そもそも深刻な原発事故発生時に半径 5km 圏を即時避難とした
のは、屋内退避では被ばくを十分防ぐことができないからである。現在の
計画は、原発の稼働ありきで、住民を被ばくから守るものではない。 

行先なき「核のごみ」 
…「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐっては、地元の葛藤や分断と
いった大きな社会的な影響を生み出す。原発および核のごみを、過疎
に悩む地域に、交付金をつけて押し付けるような現在のやり方は許され
ない。 

新潟県民は納得していない 
…2025 年 3 月には、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の是非を県
民投票によって決めることを求める署名 14 万 3,196 筆が県議会に提
出された。これは県民投票条例の直接請求に必要な約 3 万 6,000
筆を大きく上回るもので、再稼働是非の判断を県民自らが行いたいと
いう県民の意思の表れである。 

原発は必要ない 略 
以上の理由から、私たちは改めて柏崎刈羽原発再

稼働に反対する。東京電力は柏崎刈羽原発の稼働で
はなく、福島第一原発事故の後始末と、被害者に対す
る賠償の貫徹に注力すべきである。  ◎ 

 

集 会・行 動 予 定 
◆ 2 月  ４日（水） 12 時～13 時 

               原子力規制委員会前抗議行動（毎週水曜） 
◆ 同     日  (水)        

日本原電本店前抗議    17：00～18：00 
(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野 5-2-1) 

東電本店前抗議行動    18：45～19：45 
呼びかけ：経産省前テントひろば、たんぽぽ舎 03-3238-9035 

◆ 1 月 29 日（木） 14 時半～15 時 45 分 
ＪＫＳ47 士月例祈禱会 

場所：経産省本館正門前 

◆ 1 月 30 日（金）      17 時～18 時 
 経産省前抗議集会（毎週金曜） 
  主催：経産省前テントひろば  場 所：経産省正門前 

◎ 経産省前の座り込み行動は、平日:12 時～16 時

（月～木）、13～17 時（金）◎ 

◆  同   日   （金） 18：30～19：45 
「柏崎刈羽原発動かすな」抗議行動 

場 所：首相官邸前 
◆ 2 月 ６ 日 （金）  18：15～19：15 

「柏崎刈羽原発動かすな」抗議行動 
場 所：首相官邸前 

◆ ２月２２日 （日）      12 時～15 時 
脱原発・青空川柳句会 

主催：経産省前テントひろば・乱鬼龍 
◆ 2 月１０日  （火）  14 時～  井戸川裁判 

東京高裁 101 号法廷 13 時 30 分までに来廷 

抽選 or 先着順 

◆ ３月 ７日 （土） とめよう原発 3．7 全国集会 

会場：代々木公園にて 11 時～14 時半   

テントひろばのブース出展を予定しています。 

◆ ３月１１日（水）14 時から 16 時   

3.11 ふくしま原発事故から 15 年、経産省前抗議集会 

 

 

 

 

≪経産省前テントひろば≫ 
住 所:〒105-0003 港区西新橋 1-21-8 新虎ビル 2F 

・電  話：０７０－６４７３－１９４７ 
・郵便振替口座＝００１６０―３―２６７１７０ 

・口座名義＝ 経済産業省前テントひろば 
WEB：http://tentohiroba.tumblr.com/ 
Mail address：tentohiroba@gmail.com 


